
17 広報つしま

期限内の確定申告及び納付をお願いします

●消費税の申告をお忘れなく！！

●問い合わせ　厳原税務署　☎0920（52）0645

区　　　　分

所得税及び復興特別所得税

消費税及び地方消費税

贈与税

申告（納付）期限

一般（振替納税利用者以外）

平成29年3月15日（水）

平成29年3月31日（金）

平成29年3月15日（水）

振　替　日

振替納税利用者

平成29年4月20日（木）

平成29年4月25日（火）

振替利用できません
※国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」で作成した確定申告書は、インターネットで送信（ｅ‒Tａｘ）するか、印刷し
　て郵送してください。
※税務署へ提出する申告書及び申請書等には「マイナンバーの記載」及び「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
※税金の納付には、便利な振替納税を是非ご利用ください。

●と　　き　3月11日（土）・12日（日）
　　　　　　開場11：30　開演12：00
●と こ ろ　対馬市交流センター2階
　　　　　　イベントホール
●出　　演　市内のカラオケ愛好グループ
●入 場 料　無料（会場に募金箱を用意します）
●問い合わせ　厳原地区公民館
　　　　　　　☎0920（52）0363

●と　　き　平成29年3月5日（日）
　　　　　　受付9：00
●と こ ろ　豆酘小学校グラウンド
●参 加 費　中学生以下200円　一般500円
●申込方法　FAX又はMail
●申 込 先　大会実行委員会事務局
　　　　　　FAX 0920（57）1145
　　　　　　Mail  tsutsunosato@yahoo.co.jp
●申込期限　平成29年3月3日（金）

イベント
東日本大震災復興支援
チャリティーカラオケショー《第７弾・最終章》

お知らせ
青色申告をはじめよう

2月は「相続登記はお済みですか月間」です

　青色申告は、農業分野でも経営の把握に重要で
あり、税制上のメリットもあります。
　今年から青色申告を取り組むには、3月15日ま
でに最寄りの税務署に「青色申告承認書」を提出
する必要があります。現在、青色申告に取り組ん
でいない農業者の方々は、この機会に是非青色申
告に取り組みましょう。
　なお、政府が平成28年11月に決定した「農業
競争力強化プログラム」において、青色申告を行
っている耕種、酪農等の農業者や農業法人を対象
に収入保険制度の導入が決定されました。
●収入保険等に関する問い合わせ
　九州農政局長崎県拠点地方参事官室
　☎095（845）7121

　相続登記は期限が定められていないため、その
まま放置される場合があり、相続した不動産が亡
くなった人の名義のままだと、いざ売る場合など
に手続きが順調に進みません。また、相続人が死
亡すると、新たな相続人が現れ権利が複雑化し、
手続きに時間も費用もかかります。そのため相続
登記は早めに確実に終わらせることが重要です。
　こうした背景から、日本司法書士会連合会は毎
年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、
専門家である司法書士が相続登記に関する相談に
応じています。この機会にお近くの司法書士事務
所（長崎県司法書士会HPから検索可）又は事務局
(☎095-823-4777）へお気軽にご相談ください。

じょうほうぼっくす

　各種お知らせやイベント・募集・試験などの情報を
お届けします。詳しい内容は、掲載されているお問い
合わせ先へご連絡ください。

★ 次のいずれかに該当する方は、平成28年分消費税の確定申告書を提出する必要があります。

 ①平成26年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者
 ②平成26年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、平成27年12月末までに「消費税課税事業者
 　選択届出書」を提出している方
 ③上記①②に該当しない場合で、平成27年1月1日から平成27年6月30日までの期間（特定期間）の課
 　税売上高が、1,000万円を超える事業者

 　なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額によることもできます。
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第30回対馬豆酘の里ロード・レース大会


